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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
剥離加工を施した剥離紙の面に、第１層として架橋剤のほか透湿性付与剤、抗菌剤、防臭
剤の中から少なくともその一つを選んで混入したウレタン樹脂から成る層を、第２層とし
てこれらの添加剤を混入しない第１層の構成剤であるウレタン樹脂の融点に比べて低融点
のウレタン樹脂から成る層をホットメルト層として重ね合わせ、転写時に剥離加工を施し
た剥離紙の面から、前記各層が一体となって被転写物の被転写個所である靴下の踵部分、
爪先部分やサポーターの膝や肘に角質化防止膜として転写できることを特徴とする転写材
。
【請求項２】
第１層を架橋剤のほか透湿性付与剤、抗菌剤、防臭剤の中から少なくともその一つを選ん
で混入したウレタン樹脂から成るフィルムとし、第２層をこれらの添加剤を混入しない第
１層の構成剤であるウレタン樹脂の融点に比べて低融点のウレタン樹脂から成るホットメ
ルトフィルムとしたことを特徴とする請求項１に記載した転写材。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、踵や足の裏、膝、肘などの皮膚が角質化するのを防止したり、或は角質化した
皮膚を軟化させるため、靴下の踵部や爪先、或はサポーターの肘部に貼着する角質化防止
膜を形成する転写材に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
冬のような空気が乾燥する時期は、皮膚が乾燥しやすく、特に足の裏や踵や膝、腕の肘の
部分の皮膚が角質化するのは著しく、これがひどくなれば、角質化した部分にひび割れが
生じ、これが更に進んだときは黴菌の浸入路となったりする不都合が生じることになる。
この不都合の生じるのを阻止するため、これまで、靴下の踵部や爪先、或はサポーターの
膝部、肘部の乾燥を阻止するための手段を講じようとする考え方がある。
【０００３】
その例として、特開平１１－２５６４０２号公報に開示された発明がある。
この発明は、靴下の少なくとも足の裏が接触する部分の一部又は全部にゴム層を形成する
という発明である。また、特開平９－１５７９０６号公報に開示された発明がある。この
発明は、内層と外層からなる二層構造の靴下の少なくとも足裏部における内層と外層との
間に非通気層４（非通気性シート）を形成すると言う発明である。
その他、特公平６－９４６０２号公報に記載された伸縮性のある内層と外層とから二重構
造の靴下の内層の踵部に、踵状にした非通気性シートを縫い付けると言う発明があるが、
この発明では、縫目部分が完全に封止されず、ここから水分又は湿気が漏れやすく踵の皮
膚の乾燥を完全に防ぐことが出来ないとして、非透湿性シートを縫付に代えて融着すると
言う考え方の実用新案登録第３０３２８０３号に記載された考案がある。
前記いずれの発明、考案も、角質化しやすい踵等の皮膚の部分に非通気性部材を当てがい
、皮膚から水分が発散するのを防止して該部分の乾燥を阻止しようとする考え方に基づく
ものである。
【０００４】
ところが、前記発明、考案による考え方からする皮膚の角質化防止手段を講じた靴下など
を着用したときは、靴下などにその手段を講じたために、かえってその手段を講じた個所
の皮膚が必要以上に乾燥化が阻止され、常に湿った状態が維持され、そのため、かえって
雑菌の繁殖を増長させたりして皮膚を痛めたり、或は、悪臭を発散させて周囲の人に不快
感を与えてしまうと言うような不都合を生じる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、従来の技術では前記したような不都合の生じることになることに着眼し、この
不都合の生じるのを阻止しながら皮膚の角質化防止には、皮膚の乾燥化を防止する状態を
作り出す必要があることもさることながら、同時に皮膚に多少の接触摩擦による抵抗を与
え、且つ皮膚に対して多少の通気性を付与する状態を作り出すことも必要と考え、この考
えを実現するのに皮膚湿潤性を或る程度保って皮膚のの角質化するのを阻止し、しかも、
衛生上並に周囲に不快感を与えたりするような支障を帰たさないような角質化防止膜を靴
下やサポーターの所望の個所に形成して、皮膚の角質化防止機能を果たす靴下やサポータ
ーを構成することができる転写材を提供しようとするものである。
【０００６】
剥離加工を施した剥離紙の面に、第１層として架橋剤のほか透湿性付与剤、抗菌剤、防臭
剤の中から少なくともその一つを選んで適度に混入したウレタン樹脂から成る層を、第２
層としてこれらの添加剤を混入しない低融点のウレタン樹脂から成る層を重ね合わせ、転
写時に剥離加工を施した剥離紙の面から、前記各層が一体となって角質化防止膜として転
写できることを特徴とする転写材。請求項２は、第１層を架橋剤のほか透湿性付与剤、抗
菌剤、防臭剤の中から少なくともその一つを選んで適度に混入したウレタン樹脂から成る
フィルムとし、第２層をこれらの添加剤を混入しない低融点のウレタン樹脂から成るホッ
トメルトフィルムとした転写材。
【０００７】
【実施例】
本発明は、加熱加圧手段による転写手段で、靴下の踵部分、爪先部分やサポーターの膝や
肘等の所望の個所にいわゆる角質化防止機能を有する角質化防止膜を形成できるようにし
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た転写材として構成したものである。
【０００８】
その構成は、剥離加工を施した剥離紙３の面に、第１層として架橋剤のほか透湿性付与剤
、抗菌剤、防臭剤の中から少なくともその一つを選択して、これを適度に混入したウレタ
ン樹脂から成る層１を、第２層として第１層と被貼着物である靴下、サポーターとを溶着
する樹脂として前記の添加剤を混入しない低融点ウレタン樹脂から成るホットメルト層２
を重ね合わせて角質化防止膜を形成できる構成の転写材としたものである。
【０００９】
前記の構成は、剥離加工を施した剥離紙３の面に、架橋剤のほか透湿性付与剤、抗菌剤、
防臭剤の少なくとも一つを選択して、これを適度に混入したウレタン樹脂から成第１層と
なるるフィルムを、次で、これらの添加剤を混入しない第２層となる低融点ウレタン樹脂
から成るフィルムを重ね合わせる。そして、この作業が終了した後に加熱加圧して、剥離
加工を施した剥離紙３の面で、これらの各フィルムを融着して、融着した各フィルムが転
写時に剥離加工を施した剥離紙３の面から、上記二層が一体となって被転写物である靴下
、サポーターの所望個所に角質防止膜５を転写できる転写材としたものである。
【００１０】
その他、前記の構成とするための手段として、印刷法による手段がある。その手段とは、
剥離加工を施した剥離紙３の面に、架橋剤のほか透湿性付与剤、抗菌剤、防臭剤の少なく
とも一つを選択して、これを適度に混入したウレタン樹脂インクを以て印刷した第１層を
形成し、これが乾燥した後、その印刷した層の上に上記添加剤を混入しない低融点ウレタ
ン樹脂インクを以て印刷した第２層を形成し後乾燥する。
これによって、前記手段で形成したと同じ機能をもつ転写材が形成される。
【００１１】
この印刷手段によるときは、前記印刷層を水玉模様状に形成したり、或は格子状に形成し
たりして印刷層を所望の間隔をあけた角質防止膜を形成する印刷層とすることができるこ
とは勿論である。
【００１２】
次に、本発明を実施する前記転写材を作るために用いた各構成材について説明する。
剥離紙３は、シリコン加工を施されたものであるが、これに限らず、転写材を作るときに
一般に使われているシート状のものであればよい。
第１層を作るため架橋剤のほか透湿性付与剤、抗菌剤、防臭剤を適度に混入したウレタン
樹脂フィルム、或は架橋剤のほか透湿性付与剤、抗菌剤、防臭剤を適度の混入したウレタ
ン樹脂インクに混入する各添加剤は、
架橋剤は通常用いられているものを用い、透湿性付与剤はセリシンを用い、抗菌剤はキト
サンを用い、防臭剤はセラモントサム、トルマリン、遠赤放射セラミックを用いた。
その比率は、ウレタン樹脂１００％に対し、架橋剤は３％、透湿性付与剤は３％、抗菌剤
は０．５％、防臭剤は３％である。
上記の添加剤の記載は、本発明にかかる転写材を作るに当たって使用した添加剤の一例並
にその比率を示しただけで、前記の記載に限定するものでないことは勿論である。
【００１３】
上記添加剤を混入したウレタン樹脂フィルム、或は添加剤を混入したウレタン樹脂インク
の層は転写されたときは、架橋剤の働きによって、そのフィルム、或はそのインクの層は
堅牢性を具備した膜となり、併せて通気性、防臭機能を具えたフィルム或は層となる。
前記架橋剤、透湿性付与剤、抗菌剤、防臭剤等を添加しない低融点のウレタン樹脂フィル
ム、或はインクの層は転写の際に、架橋剤、透湿性付与剤、防臭剤等を添加したフィルム
、或はインクの層と、被転写物である靴下、サポーターの生地を構成する糸、繊維の間に
介在して両者を融着して二層構造の角質防止膜を形成する働きをする。
【００１４】
前記のように構成された転写材を以て、靴下、サポーター等の所望の個所に角質化防止加
工を施そうとするときは、一般の転写加工法に従って、靴下、サポーター等の転写対象物
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の所望の個所に、転写材を構成するホットメルト樹脂フィルム３、或は層を当てがい、加
熱加圧加工を施す。
この操作により、ホットメルト樹脂フィルム、或は層は溶融して被転写対象物である靴下
、サポーターの編目、糸に浸透する。これがまた、架橋剤のほか透湿性付与剤、防臭剤等
を添加したフィルム、或は層と融着する。
これが冷却したときは、前記各フィルム、或は層は融着した状態で前記ホットメルトフィ
ルム、或は層は靴下、サポーターに対してアンカー機能を発揮して、靴下、サポーターに
二層構造の角質防止膜を形成した状態で貼着されることになる。
【００１５】
転写材を前記〔００１１〕に記載したように水玉模様、格子状に印刷手段で構成したとき
は、水玉模様、格子状を形成する各層は前記の通りに所望の間隔をあけて転写される。
従って、これを以てした転写状態は一枚ものの角質防止膜として転写する転写材よりは、
皮膚に対する接触摩擦抵抗を大にし、且つ、通気性を十分に配慮し、〔発明が解決しよう
とする課題〕に記載したとうりの目的を達成する転写材とすることができる。
【００１６】
【発明の効果】
上記の状態で靴下、サポーターの踵、爪先、膝、肘等に貼着される膜は、外側が前記添加
剤を混入した膜として形成されることにより、その膜は堅牢度を高めるとともにね皮膚に
対して接触抵抗による適度の摩擦を与える膜となるとともに適度の通気性を保持する膜と
なり、皮膚の角質化を十分に防止することができるとともに衛生上も周囲にも不快感を与
えたりしない皮膚の角質化を防止する靴下やサポーターに形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の転写材の断面図
【符号の説明】
１．架橋剤のほか透湿性付与剤、抗菌剤、防臭剤の中から少なくともその一つを選択して
、これを適度に混入したウレタン樹脂から成る層
２．添加剤を混入しないウレタン熱可塑性のホットメルト樹脂から成る層
３．剥離紙
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【図１】
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